
令和５年９月 

保護者のみなさまへ 

 

東広島市こども未来部保育課 

 

 

令和６年度以降の保育認定要件の変更点について（ご案内） 

 

 令和６年度以降から保育認定要件の取扱いについて下記のとおり変更します。ご不明点等がございま

したら、下記連絡先までお問い合わせください。 

認定要件等 変更前 変更後 変更時期 

介護の認定書類

（提出が必要な

書類） 

・申立書 

・スケジュール表 

・診断書 

・申立書 

・スケジュール表 

・診断書 

・ケアプラン「週間サービス計画

書」の写し 

令和６年度の現況届

（令和５年９月から

１０月に提出するも

の）および令和６年

４月以降の新規入所

申請から 

妊娠・出産の認定

期間 

出産予定日から産後８週

間を経過する日の翌日の

属する月の月末まで。 

ただし、出生日が出産予定

日と異なる場合は、出生日

から計算する。 

出産予定日もしくは出生日から

産後８週間を経過する日の翌日

の属する月の月末まで（終期はい

ずれか遅い方で認定）。 

多胎児の場合は、出産予定日もし

くは出生日から産後１４週間を

経過する日の翌日の属する月の

月末まで（終期はいずれか遅い方

で認定）。 

※具体例を裏面に掲載している

ので、ご確認ください。 

出産予定日が令和６

年４月以降となるも

のから 

求職活動中の保

育必要量の認定 

保育標準時間もしくは保

育短時間のいずれか希望

する時間を認定 

保育短時間のみを認定 令和６年４月から 

就労の認定書類

（提出が必要な

書類） 

・就労証明書 

（ただし、保護者がもう一

方の保護者に雇用されて

いる場合や保護者自身が

記入者である場合は給与

明細書を提出。） 

・就労証明書 

・「本人」と記載されている保険

証の写し（「被扶養者」と記載

しているものは不可）もしくは

給与明細書 

令和７年度の現況届

（令和６年秋に提出

するもの）および令

和７年４月以降の新

規入所申請から 

※令和６年度の現況

届および新規入所申

請には添付不要です 

 

 東広島市役所こども未来部保育課 （保育所係） 

TEL：082-420-0934 FAX：082-422-6669 



 

 

 

【令和６年度からの妊娠・出産の認定期間について（具体例）】 

 

出産予定日が令和７年１月２０日の場合 

 

※★印が出産した日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7.1.20出産 

R6.12.31出産 

出産予定日 
令和７年３月末 令和７年４月末 

R7.2.4出産 

令和７年２月末 


